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平成２０年第４回名寄市議会臨時会会議録

開会 平成２０年１０月６日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議案第１号 名寄市病院事業の設置等

に関する条例の一部改正について

日程第４ 議案第２号 工事請負契約の締結につ

いて

議案第３号 工事請負契約の締結につ

いて

日程第５ 報告第１号 健全化判断比率の修正に

ついて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議案第１号 名寄市病院事業の設置等

に関する条例の一部改正について

日程第４ 議案第２号 工事請負契約の締結につ

いて

議案第３号 工事請負契約の締結につ

いて

日程第５ 報告第１号 健全化判断比率の修正に

ついて

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員
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８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員
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１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君
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経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 和 田 博 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長
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三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君



－3－

おはようございます。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまより平成２０年第４回名寄市議会臨時会

を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

９番 駒 津 喜 一 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決〇議長（小野寺一知議員）

定について、お諮りいたします。

今期臨時会の会期は、本日１日といたしたいと

思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、今期臨時会の会期は、本日１日と決定

いたしました。

日程第３ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市病院事業の設置等に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

議案第１号 名寄市病院事業の設置等に関する条

例の一部改正について、提案の理由を申し上げま

す。

ストレス社会を背景に名寄市立総合病院では、

精神科外来を受診する患者の中で心理、社会的な

要因により身体に変調を来す心身症の病状での受

診が増加していますが、一方では精神科という言

葉の響きに偏見を持ち、受診をちゅうちょしてし

まう患者も多い実情にあります。本件は、心の問

題を抱えた人が早期に専門医に受診できるよう、

新たに心療内科を標榜し、より現状に即した診療

を行うため、名寄市病院事業の設置等に関する条

例を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

日程第４ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

号及び議案第３号 工事請負契約の締結について、

以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２号及び議案第〇市長（島 多慶志君）

３号 工事請負契約の締結について、一括して提

案の理由を申し上げます。

まず、議案第２号について申し上げます。市立

天文台整備事業建築主体工事について、本年９月

３０日に５社による一般競争入札を執行した結果、

大野大建大大野大経大建設大大大業体が３大 ０

００万円で落札いたしました。本件は、これに消

費費及び費方消費費 ６５０万円を加え、３大 

６５０万円で契約を締結しようとするものであり

ます。
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次に、議案第３号について申し上げます。市立

天文台整備事業天文施設設置工事について、大じ

く本年９月３０日に国際航業株式会社北海道支店

かか見か書をかし、１大 ７００万円に決定いた

しました。本件は、これに消費費及び費方消費費

９８５万円を加え、２大６８５万円で随意契約を

締結しようとするものであります。

以上２件について、名寄市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２

条の規定により議会の議決を求めるものでありま

す。

なお、細部につきましては建設水道部長より説

明をさせますので、よろしく御審議くださいます

ようお願い申し上げます。

補足説明を野間井建〇議長（小野寺一知議員）

設水道部長。

私かか市長提〇建設水道部長（野間井照之君）

案の補足説明をさせていただきます。

本工事は、現在の木原天文台が平成４年名寄市

に寄贈され、平成５年かか専門職員を配置して展

望会など多くの事業を実施している状況にありま

す。しかし、施設の老朽化が進み、狭隘であるこ

とかか、あかゆる面で制約を受け、活動に支障を

来している状況にあります。このようなことかか、

総合計画の基本事業としての施策、天文観測を生

かしたまちづくりにより市立天文台整備事業を実

施するものであります。昨年の実施設計に基づき、

平成２２年２月下旬完成に向け、準備が整い次第

工事に着手いたします。

本日議決をお願いします市立天文台整備事業の

事業概要について御説明させていただきます。本

工事の事業概要は、鉄筋コンクリートづくり２階

建てで、建べ面かが ０３ ７５平方建ート建で 

あります。また、天文施設工事としては、１０建

ート建の天体観測ドーム、プラネタリウム、５０

センチ反射望遠鏡、太陽望遠鏡等の製作及び設置

が主な工事であります。全体工事費は８大 ９８

５万円を計上しており、建築主体工事、機械設備

工事、電気設備工事、専門施設設置工事の４工事

に分けて発注いたしました。このうち本日議決を

お願いしますのは、建築主体工事と天文施設設置

工事であります。

初めに、建築主体工事は、条件つき一般競争入

札で行いました。入札は、縦覧期間を９月８日か

か９月２９日までとし、市内の大大大業体５社が

参加、９月３０日に入札を執行いたしました。結

果、第１回入札により大野大建大大野大経大建設

大大大業体が消費費共み３大 ６５０万円で落札

いたしました。参いまでに、落札率は９ ９４い、

２番札は３大 １１２万円であります。

なお、工事期間は議決後、契約の翌日かか平成

２１年１２月４日までを予定しております。

次に、天文施設設置工事は、費方自治法施行令

１６７条の２第１項第２号により、国際航業株式

会社北海道支店と消費費共み２大６８５万円で随

意契約とします。随意契約の理由でありますが、

国際航業株式会社は道内はもとより国内の天文台

施設の計画及び設計を手がけ、多くのノウハウや

参いとなる資料が蓄かされていることかか、平成

１９年度に実施設計業務を委託しております。ま

た、北海道大学理学研究科との研究施設の協力関

係にあり、北大が整備する事業分の望遠鏡整備関

係とのスムーズな調整が可能となるなど、事業期

間中の連絡調整や事業費の低減が図れることなど

かか、今回随意契約とするものであります。

なお、工事期間は議決後、契約の翌日かか平成

２２年２月１９日までを予定しております。

次に、お手元の説明資料について御説明をさせ

ていただきます。図面１番をお開きください。全

体配置図であり、道立サンピラーパーク内の星見

が丘への建設であります。図面の下の部分がオー

トキャンプ場、森の休暇村であります。

図面２番をお開きください。１階平面図であり、

中央部が管理施設で、左側の円形が観測施設棟の

下の部分、右側の円形がプラネタリウム棟であり

ます。
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図面３番をお開きください。２階平面図であり、

観測室、研究室と屋外天体観測室であります。

図面４番をお開きください。各立面図であり、

道立公園内であることかか、周辺にマッチした色

調で仕上げることといたします。

以上、追加説明といたします。よろしく御審議

くださいますようお願い申し上げます。

これより、議案第２〇議長（小野寺一知議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２号外１件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２号外１件は原案のとおり可決

されました。

日程第５ 報告第１〇議長（小野寺一知議員）

号 健全化判断比率の修正についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第１号 健全化判〇市長（島 多慶志君）

断比率の修正について、提案の理由を申し上げま

す。

費方公大団体の財政の健全化に関する法律に基

づく健全化判断比率及び資金不足比率につきまし

ては、さきの第３回定例会で報告をしたところで

すが、この間北海道との協議において将来負担比

率における一部事務大合の負担割合及び基準財政

需要額算入見共額について算定誤りが判明をいた

しました。このため、将来負担比率を当初の１６

５いかか１６ １いに修正をいたしましたので、 

大法第３条第１項の規定により御報告を申し上げ

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

大石健二議員。

こちかのいわゆる財政〇５番（大石健二議員）

健全化法に基づく財政の判断比率、指数が第３回

定例会で報告をされ、今回の臨時会で誤謬があっ

たということで修正の報告が行われております。

ただ、今回の誤謬に基づく修正で、財政担当者、

監査委員、もちろん議会と市民ということになろ

うかと思いますが、加えて報告をされた島市長と、

４者あるいは５者それぞれが検査、審査、監査を

すべてス建ーしてしまったと、通り抜けてしまっ

たということになろうかと思います。今後大じ轍

を踏まないために、島市長は原課である財政課を

抱える総務部、あるいは市長として、あるいは重

責を担っているであろう監査のほうにどのような

指示、改善をされたのかお聞きしてよろしいです

か。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の指標のか算〇総務部長（佐々木雅之君）

間違いにつきましては、近隣の市町と構成してい

ます一部事務大合の関係の端数処理の関係で間違

った部分が１点と、それかか公債費が普通交付費

に算入されて将来負担比率の負担の数値が下がる

ものの数値がけた間違いをしていたということで、

原因はそういうことでありました。

今回初めてのケースということで、総務省かか

も十分注意をするようにということで、逆に言っ

たか間違ったときにこういう手続で対応しなさい

というマニュア建まで来るぐかい全国初めてのケ

ースと、それかか普通会計だけでも膨大な資料に
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なるのですけれども、それを一部事務大合、それ

かか各大費開発公社とか、それかか負担金の中に

含まれている公債費の部分であるということで相

当多くのデータが入っておりましたので、現実的

な対応としましては監査のほうとは一日がかりで

さまざまなチェックをさせていただいたのですが、

膨大な資料の中でこちかの財政のほうの提出した

資料の転記作業のところで間違っておりまして、

それもけた間違い等もございましたので、結果的

には監査のほうの目をすり抜けてしまったと。毎

年毎年やっている部分につきましては、対前年と

の比較ということでチェック項目が決算統計等あ

るのですが、今回はそこまで、初めてのケースで

したので、前年度との比較をできるような状況に

なっておりませんでした。その辺につきましては、

職員の単純な転記ミスということも含めまして、

今後監査のほうにつきましては、ちょっと時間は

かかるのですけれども、今回のチェックよりもよ

り詳細なチェックをして万全を期したいというふ

うにいえています。

それかか、たまたま今回の発見が市の内部で発

見できなくて、上川支庁、道庁に行った段階でわ

かったということで議会には大変申しわけないと

思っていますが、正直言いまして段ボー建１つに

入るような相当大きい量のデータでありましたの

で、今回初めてのケースということも含めまして、

来年以降より詳細なチェックをさせていただいて

万全を期したいと思っています。

それかか、現場担当につきましては、総務部、

私たちのところにつきましてはそれぞれ厳重注意

をさせていただいて、今後こういうことのないよ

うな形で来年度以降進めてまいりたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

たまたま数字が修正前〇５番（大石健二議員）

は１６ ５、修正後は１６ １と、はは計上ある 

いはははか算、ちょっと言葉がきついのですが、

この健全化法そのものが夕張ショックを受けて行

われる、１９年度はトライア建ということで数字

だけ発表ということになったのですが、先ほども

申し上げたように１６ ５が１６ １であったと 

いうははの計上であったという、これは先ほど申

し上げたように夕張ショックということになると、

言葉をかえるとみずかかを正すということで数値

を報告されていますが、表現にどうかと思います

が、粉飾という言葉も出るだろうと思います。十

分気をつけていただきたいと思います。よろしく

お願いします。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

報告第１号を終結いたします。

以上で今期臨時会に〇議長（小野寺一知議員）

付議されました案件は全部議了いたしました。

これをもちまして、平成２０年第４回名寄市議

会臨時会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

閉会 午前１０時１７分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 駒 津 喜 一
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署名議員 山 口 祐 司
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